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放課後児童クラブの
運営について

市内のほとんどの放課後児童クラブは、公設民営で運営さ
れている。その公設民営で運営されている児童クラブ内で
様々な問題が起きているようであり、問題について相談を受
けることや情報として聞くことも多い。児童クラブの運営
は、育成会と称する子どもを預ける保護者の会が行っている
と形式的にはなっているが、育成会の会長・役員、個々の保
護者及び子どもたちをみる指導員など、それぞれがそのよう
な認識をもっておらず、保護者の中には市が運営していると
いう認識をもたれている方も多く、責任の所在が不透明なの
が現状である。以下伺う。
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　運営を委託するに当たっての基準及び条件は。

　運営を委託している市の立場及び責任について。

　育成会の権限及び責任について。

　指導員の立場、権限及び責任について。

　育成会及び指導員に対しての監督及び指導について。

市内の狭隘道路解消
について

当市において、幅員４ｍ未満の狭隘道路はまだ多く存在す
る。災害時の消火や救助活動などの際、緊急車両が入りにく
く、被害の拡大につながるおそれがある。また交通量の増加
や車両の大型化により、同じ道路であっても以前より狭く感
じられ、車両とのすれ違いなどで歩行者には常に危険がつき
まとっている。平成27年11月定例会の一般質問において、狭
隘道路について一度質問をしているが、具体的な解決策は見
いだせていない。再度、狭隘道路の解消に向けて質問を行
う。

　現在当市には狭隘な市道はどの程度あるのか。

建築基準法のセットバックについて用地費を市で負担
してはどうか。

建築基準法のセットバックでなくても自主的に敷地を
後退させ、セットバックと同じ効果をもたらすことがで
きる場合は、土地所有者に奨励金を出すなどして、自主
後退を促進してはどうか。

地域の交通環境の改善のために、道路拡幅ができるよ
う率先して土地を提供してもよいと言ってくださる地主
の方の声を伺うことも多い。提供してくださるという土
地を、今は道路拡幅の計画がなくても、将来の拡幅のた
めに有効と判断できれば寄附として受け付ける制度をつ
くることはできないか。
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